
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
号

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
有
害
物
質
）

第
一
条
　
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物
質
と
す
る
。

一
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

二
　
銅
及
び
そ
の
化
合
物

三
　

ひ砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

（
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
そ
の
地
域
内
の
農
用
地
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
米
に
含
ま
れ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
が
米
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
地
域
の
近
傍
の
地
域
の
う
ち
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
地
域
で
あ
つ
て
、
そ
の
地
域
内
の
農
用
地
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
米
に
含
ま
れ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
及
び
同
号
の
地
域
と
の
距
離
そ
の
他
の
立

地
条
件
か
ら
み
て
、
当
該
農
用
地
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
米
に
含
ま
れ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
が
米
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
そ
の
地
域
内
の
農
用
地
の
土
壌
に
含
ま
れ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
が
前
号
の
地
域
内
の
農
用
地
の
土
壌
に
含
ま
れ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
と
同
程
度
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
地
域
内
の
農
用
地
の
土
性
が
前
号
の
地
域
内
の
農
用
地
の
土
性
と
お
お
む
ね
同
一
で
あ
る
こ
と
。

三
　
そ
の
地
域
内
の
農
用
地
（
田
に
限
る
。
）
の
土
壌
に
含
ま
れ
る
銅
の
量
が
土
壌
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
百
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

四
　
そ
の
地
域
内
の
農
用
地
（
田
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
土
壌
に
含
ま
れ
る

ひ砒
素
の
量
が
土
壌
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
（
そ
の
地
域
の
自
然
的
条
件
に
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
こ
の
値
に
よ
る

こ
と
が
当
該
地
域
内
の
農
用
地
に
お
け
る
農
作
物
の
生
育
の
阻
害
を
防
止
す
る
た
め
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
土
壌
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
範
囲

内
で
定
め
る
別
の
値
）
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
の
た
め
に
行
う
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
銅
及
び

ひ砒
素
の
量
の
検
定
の
方
法
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
四
号
の
別
の
値
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
値
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
〇
月
一
七
日
政
令
第
三
七
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
四
日
政
令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
都
道
府
県
知
事
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一
四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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